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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体活動データ収集ユニットであって、
　該身体活動データ収集ユニットがユーザーに装着されたときにユーザーの手首に隣接し
て位置するように該データ収集ユニット上に配置され、ユーザーの脈拍数を示す出力を提
供するように構成された２つ以上の赤外線センサーと、
　少なくともユーザーの体温を示す出力を提供するように構成された少なくとも１つの温
度センサーと、
　ユーザーの動作を示す出力を提供するように構成された少なくとも１つの加速度計と、
　前記２以上の赤外線センサーの各出力に関連するノイズレベルを判断し、該判断したノ
イズレベルに基づいて重み付け要素を前記２以上の赤外線センサーの各出力と関連付け、
前記２以上の赤外線センサーのうち第１のノイズレベルを有する１つのセンサーの出力に
関連付けられた前記重み付け要素は、前記２以上の赤外線センサーのうち第１のノイズレ
ベルより高い第２のノイズレベルを有する他の１つのセンサーの出力に関連付けられた前
記重み付け要素より大きく設定し、前記２つ以上の赤外線センサーの重み付けされた出力
、及び前記温度センサー及び前記加速度計の出力に基づいてユーザーの脈拍数、体温、及
び動作特性を判断し、該ユーザーの脈拍数、体温、動作特性の１つ以上に基づいてユーザ
ーの身体運動レベルを判断し、そして、身体運動レベルが所定のしきい値を超えている期
間中の身体運動レベルを示すデータをメモリーに記憶し、ユーザー体力レベルに基づいて
前記しきい値をアップデートするように構成された、マイクロコントローラーと、
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　を含んで構成される身体活動データ収集ユニット。
【請求項２】
　トランシーバーをさらに含み、
　前記マイクロコントローラーは、外部のデータ収集ポータルへ、前記ユーザーの身体運
動レベルを示すデータを転送するように構成される、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項３】
　前記マイクロコントローラーは、
　記憶した前記身体運動レベルを示すデータがあるか否かを判断し、
　当該身体活動データ収集ユニットが前記データ収集ポータルの所定レンジ内へ入ったと
判断したときに、記憶している前記データの転送を自動的に開始する、
　ように構成される、
　請求項２記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項４】
　前記マイクロコントローラーは、
　記憶した前記身体運動レベルを示すデータがあるか否かを判断し、
　前記データ収集ポータルから質問信号を受信したときに、記憶している前記データの転
送を開始する、
　ように構成される、
　請求項２記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項５】
　前記トランシーバーは、
　光又は無線周波数リンクを介して前記データを転送するように構成される、
　請求項２記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項６】
　前記温度センサーは、
　熱電対、ダイオード、抵抗温度検出器、又は赤外線検出器の少なくとも１つを含んで構
成される、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項７】
　前記２つ以上の赤外線センサーは、
　赤外線送受信装置を含んで構成される、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項８】
　血中酸素飽和レベルの変化をモニターすることにより、脈拍数が判断される、
　請求項８記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項９】
　前記マイクロコントローラーは、
　前記２つ以上の赤外線センサー、前記温度センサー、又は前記加速度計により提供され
る出力を調節し、該調節後の信号を前記メモリーに記憶するように構成される、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項１０】
　前記マイクロコントローラーは、
　当該身体活動データ収集ユニットの不正使用を確認し、該確認された不正使用に応じて
少なくとも１つの対応策を実行するように構成される、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項１１】
　　身体活動データ収集ユニットであって、
　該身体活動データ収集ユニットがユーザーに装着されたときにユーザーの手首に隣接し
て位置するように該データ収集ユニット上に配置され、ユーザーの脈拍数を示す出力を提
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供するように構成された２つ以上の赤外線センサーと、
　少なくともユーザーの体温を示す出力を提供するように構成された少なくとも１つの温
度センサーと、
　ユーザーの動作を示す出力を提供するように構成された少なくとも１つの加速度計と、
　前記２以上の赤外線センサーの各出力に関連するノイズレベルを判断し、該判断したノ
イズレベルに基づいて重み付け要素を前記２以上の赤外線センサーの各出力と関連付け、
前記２以上の赤外線センサーのうち第１のノイズレベルを有する１つのセンサーの出力に
関連付けられた前記重み付け要素は、前記２以上の赤外線センサーのうち第１のノイズレ
ベルより高い第２のノイズレベルを有する他の１つのセンサーの出力に関連付けられた前
記重み付け要素より大きく設定し、前記２つ以上の赤外線センサーの重み付けされた出力
、及び前記温度センサーの出力及び前記加速度計の出力に基づいて、各々ユーザーの脈拍
数、体温、及び動作特性を判断し、該ユーザーの脈拍数、体温、動作特性の１つ以上に基
づいてユーザーの身体運動レベルを判断し、身体運動レベルが所定のしきい値を超えてい
る期間中の身体運動レベルを示すデータをメモリーに記憶し、当該身体活動データ収集ユ
ニットにより発信する信号を生成し、当該身体活動データ収集ユニットの周囲で発生して
いる同様の信号を検出し、そして、前記同様の信号の検出に基づいて前記不正使用が確認
された場合には当該身体活動データ収集ユニットをシャットダウンするように構成される
、
マイクロコントローラーと、
　を含んで構成される身体活動データ収集ユニット。
【請求項１２】
　当該身体活動データ収集ユニット又はユーザーの認証を補助するＲＦＩＤタグをさらに
含む、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項１３】
　前記マイクロコントローラーは、
　当該身体活動データ収集ユニットの認証を補助するために、当該身体活動データ収集ユ
ニットに関連したユニークコードを通信するように構成される、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【請求項１４】
　前記マイクロコントローラーは、
　ユーザーの身体運動レベルを判断するときに、前記温度センサー、又は前記加速度計の
出力に重み付けを行うように構成される、
　請求項１記載の身体活動データ収集ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２００８年５月１４日に出願されたＵＳ特許出願番号６１／０７１，７０
１の優先権を主張するものであり、当該ＵＳ特許出願の内容はここに引用される。
【０００２】
　ここに開示する技術は、個人の身体活動度をモニタし、身体運動中のデータを収集し、
そして、身体活動報酬配当システム及び身体活動追跡システムの少なくとも一方と連係し
たデータ収集ポータルへ収集データを転送するように構成された、センサーベースデバイ
スに関する。
【発明の概要】
【０００３】
　開示技術の一態様は、身体活動データ収集ユニットのユーザーの脈拍数を示す出力を提
供するように構成された１つ以上の赤外線センサーと、少なくともユーザーの体温を示す
出力を提供するように構成された少なくとも１つの温度センサーと、ユーザーの動作を示
す出力を提供するように構成された少なくとも１つの加速度計と、を有する身体活動デー
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タ収集ユニットを含んで構成される。当該身体活動データ収集ユニットは、また、前記赤
外線センサー、前記温度センサー、及び前記加速度計の出力に基づいてユーザーの脈拍数
、体温、及び動作特性を判断し、ユーザーの脈拍数、体温、動作特性の１つ以上に基づい
てユーザーの身体運動レベルを判断し、そして、身体運動レベルが所定のしきい値を超え
ている期間中の身体運動レベルを示すデータをメモリーに記憶するように構成された、マ
イクロコントローラーを含むことができる。
　開示技術の別の態様は、ユーザーの身体活動レベルに関する出力を発生するように構成
された少なくとも１つの生理的センサーと、前記生理的センサーの出力をモニターし、該
生理的センサーの出力に基づいてユーザーの身体運動レベルを判断し、そして、身体運動
レベルが所定のしきい値を超えている期間中の身体運動レベルを示すデータをメモリーに
記憶するように構成されたマイクロコントローラーと、を有する身体活動データ収集ユニ
ットを含んで構成される。
【０００４】
　開示技術のまた別の態様は、身体活動データ収集ユニットのユーザーの脈拍数を示す出
力を提供するように構成された１つ以上の赤外線センサーと、少なくともユーザーの体温
を示す出力を提供するように構成された少なくとも１つの温度センサーと、ユーザーの動
作を示す出力を提供するように構成された少なくとも１つの加速度計と、マイクロコント
ローラーと、を有する身体活動データ収集ユニットを含んで構成される。そのマイクロコ
ントローラーは、前記赤外線センサー、前記温度センサー、及び前記加速度計の出力を取
得し、該取得した前記赤外線センサー、前記温度センサー、及び前記加速度計の出力から
得られるデータを、メモリーに記憶するように構成され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】一例として開示された実施形態に係るデータ収集ユニットの概略図。
【０００６】
【図２】一例として開示された実施形態に係るデータ収集ユニットの機能ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１は、一例として示す実施形態に係るデータ収集ユニットの概略図である。図１に示
すように、例示のデータ収集ユニット１０は、装身具として構成され得る。例えば、デー
タ収集ユニットは、個人の手首に装着可能な装身具に組み入れる形態とすることが可能で
ある。ほとんどの人は手首に物を巻き付けることに慣れているので、このような物品は煩
わしくないという利点をもつ。該リスト（手首）ユニットは、多様なカラー及びパターン
で様式化したシンプルなリストバンドとして作成することができる。リストバンドは、ア
ジャスタブル、耐衝撃性とすることができ、フック及びループ閉じ具、バックル閉じ具、
分離閉じ具を要しない弾性材を使用して、又はその他の適当な装着構造により装着され得
る。リストバンドは、例えばウォータープルーフ材、クロロプレンゴム、ポリマー、ナイ
ロン、革、金属、又はその他の装身材を含む各種材料から作ることができる。
【０００８】
　一実施形態として、データ収集ユニット１０は、小さい内蔵型リストバンド１２に埋め
込まれ得る。このような構造においては、データ収集ユニットのハードウエア部品が外部
へほんの少ししか露出しないか又はまったく露出しないようにし得る。他の実施形態にお
いては、データ収集ユニットは、時計、ブレスレット、心拍数モニター、又はその他の装
身具に組み込まれ、これらデバイスに付加機能を提供し得る。データ収集ユニットは、手
首に限らず、ユーザーの身体運動レベルをモニターするために必要な生体マーカーを取得
するのに適したユーザーの体のあらゆる部分（例えば首、腰、足首、頭、腿）に装着し得
る。例えば、データ収集ユニットは、靴底、イヤークリップ、ネックレス、アンクルバン
ド、ソックス、ベルト、グローブ、リング、サングラス、帽子、及びヘッドバンドの少な
くとも１つとして構成し又はこれに組み入れた構成とすることができる。
【０００９】
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　データ収集ユニット１０は、個人の運動レベルによって変わる生体マーカーをモニター
するように構成されたセンサーアレイ（１つ以上のセンサーを有する）を含んで構成され
る。モニターする生体マーカーは、例えば、脈拍数、体温、血中酸素量、又はその他のあ
らゆる適当なマーカーを含め得る。センサーアレイ内の各センサーは、１つの生体マーカ
ーをモニターするように構成され得る。あるいは、アレイ内個別センサーは、多種の生体
マーカーをモニターする構成としてもよい。
【００１０】
　一実施形態において、データ収集ユニット１０は、数個のセンサーを備え得る。これら
センサーは、データ収集ユニット１０のユーザーに関する生体的特徴及び動作の少なくと
も一方をモニターする能力をもつ任意のセンサーの配置を有する。例えば、図１に示すよ
うに、データ収集ユニット１０は、少なくとも１つの赤外線センサー１４、温度センサー
２２、及び加速度計２４のいずれか又は全部を含み得る。
【００１１】
　図１に示す例示上の実施形態の場合、データ収集ユニット１０は、３つの赤外線センサ
ー１４，１６，１８を含む。数あるサプライヤーの中でも適切な赤外線送受信装置のサプ
ライヤーとして、Vishay Semiconductorsがある。
【００１２】
　各赤外線センサーは、近くの血管を通して血中酸素量をモニターする能力をもつ送受信
装置として構成され得る。特に、各赤外線センサーは、データ収集ユニット１０の装着者
の体へ赤外線を照射し、そしてセンサーに返ってきた赤外線のレベルを検出するように構
成可能である。照射する波長は、応用例毎の要求に応じて選択することができる。一実施
形態において、赤外線センサー１４，１６，１８は、約６５０ｎｍ～約９５０ｎｍの波長
範囲の赤外線を発するように構成され得る。
【００１３】
　照射レベルと検出レベルの差は、体により吸収された赤外線の量、特に、酸素を運ぶ血
液により吸収された量の特性を表す。この検知された吸収レベルは、データ収集ユニット
１０装着者の脈拍数を判断するために使用することができる。とりわけ赤外線吸収レベル
は、両者とも心拍数に伴って変わる身体特性である、近くの血管の伸縮及び近くの血管を
通る血中酸素量により、影響され得る。したがって、体の赤外線吸収特性において観測さ
れた変化のレートから、装着者の心拍数を計算することが可能となる。
【００１４】
　特定の実施形態に要求される機能によっては、赤外線センサーが１つだけでよい場合も
あり得るが、２つ、さらには３つ以上の赤外線センサーを備えることで、これらセンサー
から収集されるデータの信頼性を向上させることができる。図１に示すように、赤外線セ
ンサー１４，１６，１８は互いに離して配置するとよい。ある形態の場合、これらセンサ
ーは、データ収集ユニット１０の中央ハウジング２０の周縁部に沿って配置し得る。互い
に間隔をあけた赤外線センサー１４，１６，１８は、身体活動に関連した動作中であって
も少なくとも１つのセンサーが常に装着者の肌に接触する可能性を最大限にする。
【００１５】
　電源管理スキームが、赤外線センサー１４，１６，１８に必要な電力を低減するために
使用され得る。例えば、各センサーの送信部は、特定構成の電力仕様に応じた所定のデュ
ーティサイクルで発信可能である。例示上の実施形態の場合、センサー１４，１６，１８
の赤外線送信部は、１秒間に８パルス程度のレートの１％デューティサイクルを用いて発
信し得る。
【００１６】
　データ収集ユニット１０は、また、温度センサー２２を備えることができる。温度セン
サー２２は、例えばデータ収集ユニット１０装着者の肌に対向するハウジング２０の外側
の温度を計測することにより、装着者の体温をモニターするように構成され得る。さらに
、温度センサー２２は、ハウジング２０の内側温度を計測するように構成されてもよい。
ハウジング２０の内側と外側の計測温度差を利用することにより、観測されたハウジング
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外側の温度変化が外気のコンディションに起因したものなのか、データ収集ユニット１０
装着者の実際の体温変化に起因したものなのか、判断することができる。ある実施形態で
は、温度センサーは１つだけでもよいし、他の実施形態では、稼働特性の希望設定（例え
ば、データ収集ユニット１０の複数箇所から体温をモニターする、ハウジング２０の内外
温度をモニターするために温度センサーを分ける、など）に合致させるために複数として
もよい。
【００１７】
　温度センサー２２は、個人の体温を確認するのに適したあらゆるデバイスを含んでいて
よい。例えば、温度センサー２２は、デジタル又はアナログデバイスを含み得るし、熱電
対、ダイオード、抵抗温度検出器（ＲＴＤ）、又は赤外線検出器を含み得る。適当な温度
センサーは、Analog Devices Inc.、 Omega、Texas Instrumentsなど多くのサプライヤー
から入手可能である。温度センサーのタイプには、個人の肌に接触することで正確な体温
計測値を得るものもある。一方、場合によっては、赤外線センサーが体温計測の主要モー
ドを提供し、個人の肌に近接するだけでユーザーの体温を十分正確に判断できる場合もあ
る。
【００１８】
　データ収集ユニット１０は、さらに、データ収集ユニット１０の動きをモニターするた
めの加速度計２４を含み得る。ある実施形態では、加速度計２４は、１軸の動き検出を行
うよう構成された１軸加速度計だけを備える。しかしながら他の実施形態では、多数の加
速度計を備え得る。例示的一実施形態においては、加速度計２４は、互いに対し直交配置
された３つの加速度計を有する３軸加速度計を備えることができる。当該構成によれば、
加速度計２４は、３つの別の軸に沿った動作を検出又はモニターすることが可能である。
【００１９】
　３軸加速度計は、エクササイズ及びある種の身体活動に関連した動作の検出に特に有用
である。一般的に、ほとんどのスポーツ又は身体活動のタイプは、加速度計を使用して検
出可能な動作の特徴的パターンを提示する。このような方法で、加速度計２４は、データ
収集ユニット１０の装着者が身体活動に携わっているか否か確認するのに有用であり、そ
して、場合によっては、スポーツのタイプ又は装着者が携わっている活動のタイプを判断
するのに有用である。
【００２０】
　データ収集ユニット１０の別の実施形態では、追加又は異なるセンサーを含み得る。例
えば、データ収集ユニット１０は、二酸化炭素検出器、追加の加速度計、呼吸数センサー
、又は身体活動レベルをモニターするために適したその他のあらゆるタイプのセンサーを
含み得る。
【００２１】
　上述の赤外線センサーに追加して、データ収集ユニット１０装着者の脈拍が、装着者の
心拍数をモニターするのに適した他のあらゆるタイプのセンサーを使用して確認され得る
。例えば、心電図ベースのテクノロジーがデータ収集ユニット１０内に組み込まれ得る。
【００２２】
　データ収集ユニット１０は、また、データ収集ユニット１０以外のデバイスと通信を確
立するためのトランシーバー２６を含み得る。必要な電力に対応させて、データ収集ユニ
ット１０は、バッテリー２８を含んでいてもよい。
【００２３】
　図２は、例示的に開示された実施形態に係るデータ収集ユニット１０の機能ブロックレ
ベル図を示す。データ収集ユニット１０において、数種の検知量が、処理のためにマイク
ロコントローラー４０へ提供される。例えば、検知量として、赤外線センサー１４，１６
，１８の各出力３０，３１，３２を含む。さらに、検知量として、温度センサー出力３３
，３４を含み得る。例えば、温度出力３３はハウジング２０の内側温度に対応し、温度出
力３４は観測されたハウジング２０の外側温度に対応する。検知量は、また、それぞれが
動作の単一軸に対応した加速度計出力３５，３６，３７を含み得る。
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【００２４】
　マイクロコントローラー４０は、検知量に関するデータをメモリー５０に、未処理で又
は処理後に記憶する。さらに、検知量に関するデータは、トランシーバー２６のユニット
により、離れた場所へ転送することができる。
【００２５】
　各種の適切なマイクロコントローラー４０をデータ収集ユニット１０において使用し得
る。一実施形態では、マイクロコントローラー４０としては、約０．４インチ×０．４イ
ンチもしくはこれよりも小さい寸法をもつ小さなマイクロコントローラーを含み得る。適
したマイクロコントローラーの一つに、Microchip Inc.製マイクロコントローラーのＰＩ
Ｃ１８Ｆシリーズを含めることができる。可能であれば、マイクロコントローラー４０は
、低電力特性を示し、通常演算時に約１０マイクロアンペア～約５０マイクロアンペア且
つデータ転送中に５ミリアンペア～約２０ミリアンペア程度を要するものがよい。
【００２６】
　データ収集ユニット１０のマイクロコントローラー４０は、いくつもの機能を担う。そ
の機能の一つとして、マイクロコントローラー４０は、利用可能なセンサーの出力をアナ
ログ－デジタル（Ａ／Ｄ）コンバーター４２を経て周期的に収集する。データ収集の頻度
は、適用例に応じて適宜選択可能である。一実施形態においては、マイクロコントローラ
ー４０は、少なくとも１秒に１回、センサーからデータを取得し得る。このようなサンプ
リング回数は多くしても少なくしてもよい。
【００２７】
　マイクロコントローラー４０は、多様なデータサンプリング頻度からいずれかを検知コ
ンディションに従って選択する機能をもつように構成され得る。例えば、マイクロコント
ローラー４０は、ユーザーが安静又は身体運動の平常レベルであると判断したときに、１
秒に１回以下（例えば１０秒毎に１回）でセンサー出力を取得するようにプログラム可能
である。同様に、マイクロコントローラー４０は、ユーザーの身体運動レベルが所定のし
きい値を超える場合に、より頻繁に（例えば少なくとも１秒に１回）センサー出力を取得
するように構成され得る。ある実施形態において、身体運動の期間中、マイクロコントロ
ーラー４０は、激しい身体運動で１分に２００回の程度で循環し得る脈拍数及び血中酸素
のような急変する数値を正確に求めることが保証されるように、最大１秒に５回、１秒に
１０回、又はそれ以上でセンサーデータを収集し得る。
【００２８】
　好ましくは、マイクロコントローラー４０は、省電力のために待機状態をとり得るとよ
い。例えば、所定の時間以上、赤外線センサー１４，１６，１８が脈を読み取らない場合
や加速度計２４が動作を一切示さない場合に、マイクロコントローラー４０は、データ収
集ユニット１０が非装着であると判断し得る。このようなコンディション下で、マイクロ
コントローラー４０は、センサーサンプリング周期を、３０秒毎に１回、１分毎に１回、
又はその他の適したサンプリング頻度へとゆっくりにすることができる。さらに、マイク
ロコントローラー４０は、身体不活動の間、又はデータ収集ユニット１０が非装着の場合
に、一部の利用可能なセンサーだけからサンプリングを行うように構成してもよい。一実
施形態の場合、データ収集ユニット１０がユーザーに装着されていないと一旦判断すると
、マイクロコントローラー４０は、温度センサー２２の出力だけをサンプリングし得る。
当該構成において、温度の急変が検知されると、データ収集ユニット１０の使用が認識さ
れ、マイクロコントローラーが起動してデータ収集のフル機能へ復帰し得る。
【００２９】
　マイクロコントローラー４０は、データ収集ユニット１０に内蔵されたセンサーから収
集するデータを分析するように構成することが可能である。例えば、赤外線センサー１４
，１６，１８のデータは、照射した赤外線信号と返ってきた赤外線信号とを比較し、周知
のアルゴリズムによって血中酸素飽和レベルを計算するために使用することができる。マ
イクロコントローラー４０は、血中酸素飽和レベルの変化頻度をモニターすることにより
、脈拍数を計算するようにも構成され得る。
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【００３０】
　上述したように、マイクロコントローラー４０は、データ収集ユニット１０に備えられ
たメモリー５０に、未処理又は処理後のデータを記憶するように構成可能である。メモリ
ー５０としては、例えば、固体不揮発性シリアル又はパラレルアクセスメモリーなど、あ
らゆる適切な記憶装置を含む。ある実施形態の場合、メモリーの記憶容量は、少なくとも
３２ＭＢであり得る。適切なメモリーユニットは、ＲＡＭ、ＮＶＲＡＭ、フラッシュメモ
リーを備え得る。もし、現在利用可能な６４ＫＢサイズを超えるサイズの内部メモリーを
備えるようにマイクロコントローラーが進歩した場合には、マイクロコントローラーの内
部メモリーをデータの記憶に使用することも可能である。
【００３１】
　未処理データ（生データ）を記憶するように構成されている場合のマイクロコントロー
ラー４０は、データ収集ユニット１０に内蔵されたセンサーの出力を取得し、これらの値
をメモリー５０に記憶するだけであり得る。当該記憶値は、後にデータ収集ユニット１０
からダウンロードされ、データ収集ユニット１０以外のデバイス又はシステム（あるいは
両方）を使用して処理される。
【００３２】
　センサーデバイスから収集された未処理のデータを記憶可能であると同時に、マイクロ
コントローラー４０は、データ収集ユニット１０のセンサーから取得されたデータを、メ
モリー５０に記憶する前に処理（加工）するように構成することもできる。例えば、マイ
クロコントローラー４０は、脈拍数、温度、加速度を計算し、そして、ノイズを除いて読
み取り値の精度を高めるために、３０秒、６０秒、又はそれ以上の間の各計算値の平均値
を計算するように構成され得る。マイクロコントローラー４０は、さらに、これら時間平
均しフィルタリングした脈拍数／温度／加速度の読み取り値を所定のインターバル（例え
ば１分に１回又は２回）で記憶するように構成することができる。このようなスキームは
、メモリー及びパワーリソースの少なくとも一方の消費を抑制し、さらには、有用な情報
を提供し得る。これらメモリーに記憶された処理後又は調節後のデータ信号は、場合によ
って、データの信頼性を落とすノイズ及び急変値が低減されているので、いっそう有用で
あり得る。
【００３３】
　マイクロコントローラー４０は、データ収集ユニット１０に内蔵された１以上のセンサ
ーから受信した信号を調節するように構成することができる。身体活動に関連した動作の
間、相当量のノイズが、内蔵センサーの発する信号に重畳し得る。当該ノイズは、特に、
心拍数を判断するために使用可能な赤外線センサーにより提供されるデータにのっている
。これら信号から少なくともある程度のノイズを除去し、心拍数計算の精度を上げるため
に、デジタル信号処理技術を使用することができる。
【００３４】
　マイクロコントローラー４０は、ユーザーが安静にしているときと体を動かしていると
きとを判断するように構成することもできる。上記情報を、データ収集及び記憶レートを
制御するために使用するのに加え、例えば、データ収集ユニット１０のユーザーに報酬ベ
ースの刺激を提供する身体活動報酬配当システムと連動させて使用することも可能である
。すなわち、データ収集ユニット１０のユーザーは、エクササイズを行った時間及びエク
ササイズ中の身体運動のレベルの少なくとも一方に基づいて、商品、商品ディスカウント
、通貨、及び無料又は割安のサービスといった形態で報酬を受け取ることができる。上記
情報は、また、個人の身体的健康を評価する目的で身体活動レベルを追跡するために使用
することもできる。例えば、上記情報は、労働意欲を生じさせる目的で、民間従業員や公
務員の体力、健康、又は健やかな生活を判断するために追跡及び使用可能である。これに
代えて、又はこれに加えて、上記情報は、身体活動追跡プログラムに参加する個人に向け
た又は個人グループ用にディスカウントした保険料率／保険料を設定するために、保険業
者により使用され得る。
【００３５】
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　マイクロコントローラー４０は、ユーザーの活動レベルがエクササイズに該当する場合
を判断するように構成され得る。例えば、マイクロコントローラー４０は、ユーザーの脈
拍数、温度、加速度レベルの１つ以上をエクササイズ評価スコアとすることができる。該
エクササイズ評価スコアを所定のしきい値レベルと比較したマイクロコントローラー４０
は、エクササイズ評価スコアがしきい値を超えている場合に、ユーザーが運動していると
判断することが可能である。
【００３６】
　ユーザーの身体活動レベル又は運動レベルを判断するマイクロコントローラーの精度は
、好適なアルゴリズムによって向上する。一実施形態において、例えばマイクロコントロ
ーラー４０は、データ収集ユニット１０に内蔵されたセンサーにより提供されるデータの
相対的信頼性を判断し、確認された各出力のデータ信頼性に基づいて、これら出力に重み
付け関数（例えば０～１の間）を割り当てるように構成され得る。例えば、赤外線センサ
ーの一つが安定した発振出力信号を低ノイズレベルで発生しており、且つ他の赤外線セン
サーは、ノイズの多い信号を発生しているような場合、マイクロコントローラー４０は、
高品質信号の重み付けを高くし、ノイズの多い信号の重み付けを低くする。このような方
法により、マイクロコントローラー４０は、高品質データの出力信号が利用可能なときに
、無関係なノイズ及び低品質データの影響を極小化して計測信頼性を極大化することがで
きる。
【００３７】
　マイクロコントローラー４０は、データ収集ユニット１０のユーザー全員に適用される
共通ベースラインのしきい値でプログラム可能である。あるいは、マイクロコントローラ
ー４０は、１つのデータ収集ユニットの特定のユーザーに決められる特有のしきい値を計
算し定期的にアップデートするように使用され得る。例えば、ユーザーが一定期間データ
収集ユニット１０を装着し使用したときに、マイクロコントローラー４０は、ユーザーの
安静時及びエクササイズ時に関連する数値（例えば心拍数、加速度レベル、温度）をモニ
ター及び記憶することによってユーザについて学習することができる。所定のエクササイ
ズしきい値アルゴリズムを使用して、マイクロコントローラーは、ユーザーの現在のフィ
ットネス（体力）レベルに基づいてエクササイズしきい値を作成し、新しくアップデート
したエクササイズしきい値を記憶するために、学習した情報を使用することができる。そ
の予め定義したアルゴリズムは製造時にマイクロコントローラーの演算命令セットにロー
ド可能であり、セントラルサーバーシステムからのダウンロードでアップデート可能であ
る。
【００３８】
　最終的に、マイクロコントローラー４０は、ユーザーの身体活動レベルがエクササイズ
しきい値を超えるときを判断するように構成され得る。ユーザーがエクササイズしきい値
を超えると、マイクロコントローラーは、エクササイズしきい値を超えたユーザーの時間
をモニターするタイマーをスタートさせる。さらに、計測された心拍数、温度、及び加速
度レベルにより、マイクロコントローラー４０は、ユーザーの身体活動がエクササイズし
きい値を超えた総計を追跡する数値を判断し記憶することができる。この情報は、エクサ
サイズ時間と一緒に又は分離して、マイクロコントローラー４０により使用されるか、よ
り好適には、エクササイズ期間毎にユーザーに生じる報酬額を判定する遠隔の報酬配当シ
ステムにより使用され得る。その代わりに、あるいは追加して、当該情報は、労働意欲の
判定、又は保険料率／保険料の設定／調節を行う身体活動追跡システムにより使用され得
る。
【００３９】
　データ収集ユニット１０は、また、例えばディスプレイ、ライト、スピーカー、又はそ
の他の好適な感覚インターフェイスデバイスを備えたフィードバック部を含み得る。ユー
ザーの身体活動がエクササイズしきい値を超えて報酬配当が発生している間、マイクロコ
ントローラー４０は、フィードバック部を活性化させ、エクササイズしきい値を超えてい
ること及び報酬が配当されていることをユーザーに知らせることができる。例えば、ＬＥ
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Ｄを、エクササイズとみなされる期間、点滅させ得る。他の実施形態においては、スピー
カーから、エクササイズとみなされる期間、数秒間隔で可聴音を出力し得る。また別の実
施形態では、報酬インジケーターが、エクササイズセッションと見なされる間、ディスプ
レに表示され得る。この例は、とりわけ、データ収集ユニット１０が時計やその他のディ
スプレイ装備タイプのデバイスに組み込まれているときに有用である。
【００４０】
　データ収集ユニット１０のマイクロコントローラー４０は、１以上の離れた場所に対す
るデータ転送を制御するように構成され得る。一例として、マイクロコントローラー４０
は、図２に示すトランシーバー２６を、１％以下程度の低いデューティサイクルで活性化
させ、適したデータ収集ポータルの有無を検出する。データ収集ポータルは、データ収集
ユニット１０が入手したデータを対象とした受信器を含む。一例として、データ収集ポー
タルは、身体活動報酬配当システムと連係し、データ収集ユニット１０から受信したデー
タを、その報酬システムの演算を統率するセントラルマネージメント装置へ転送する。別
の例では、データ収集ポータルは、体力、健康、又は労働意欲に関した民間従業員及び公
務員の健やかな生活を判断する目的のしきい値エクササイズ追跡システムと連係する。デ
ータ収集ポータルは、また、個人又はグループ（又はその両方）の身体活動レベルに基づ
いて保険料率を決定し又は保険料を調節する保険料率／保険料設定システムと連係しても
よい。
【００４１】
　データ収集ユニット１０がデータ収集ポータルを検出すると（例えば有線又は無線デー
タ通信を通じて）、通信が確立され、例えば、ユーザー及びポータルの適正認証が達成さ
れた後に、データのダウンロードが開始される。これは、権限の無い者による傍受を防止
し得る。ユーザーの認証は、データ収集ユニット及び該ユニットのユーザーのすくなくと
も一方に割り当てられたユニークコードの転送を含み得る。ユーザー選択のパスワードが
データ収集ポータルによるデータのダウンロードを許可するために使用可能である。別の
例として、受動的ユーザー認証が、パスワードで守られたダウンロードの必要性に代わり
得る。例えば、マイクロコントローラーは、データ収集ユニットの認可ユーザーの生体的
特徴を判断して記憶するように構成することができる。生体的特徴は、温度、脈拍数、及
び加速度レベルのモニターに使用される同じセンサーアレイを用いて判断すればよい。あ
るいは、１つ以上の追加センサー（例えば、皮膚色素センサー、ｐＨセンサー等）を、ユ
ーザー承認の補助として備え得る。
【００４２】
　ＲＦＩＤタグなどの他のデバイスが１つ以上、データ収集ポータルへのデータ転送を助
けるために使用され得る。例えば、無線周波数質問信号に応答して、データ収集ユニット
１０に設けられたＲＦＩＤタグは、バッテリー２８などの内蔵電源、又は、質問信号によ
り提供されるエネルギーを使用してパワーオンする。ＲＦＩＤタグは、データ収集ユニッ
ト１０に対し離れて位置した場所／レシーバーへデータを転送することにより、質問信号
に応答することができる。転送される情報は、データ収集ユニット１０に関する情報を含
み得る。例えば、転送される情報は、データ収集ユニット１０を特定する認証コードを含
む。さらに、転送される情報は、データ収集ユニット１０の承認を補助可能なその他のデ
ータを含み得る。
【００４３】
　これに代えて、あるいは追加して、データ収集ユニット１０（例えばトランシーバー２
６と接続したマイクロコントローラー４０）からデータを転送するためのＲＦＩＤタグ又
は他の同様なデバイスを、データ収集ユニット１０のユーザーに関する情報を転送するた
めに使用し得る。この情報は、例えば、救急データ、保険情報、名前、住所、電話番号、
スリーサイズ、アレルギー、血液型などである。
【００４４】
　転送情報は、また、データ収集ユニット１０の装着者を承認するために使用され得る。
例えば、１件の情報（例えば認証コード、名前、住所など）に基づいて、質問デバイス又
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はデータポータルが、データ収集ユニット１０の装着者を承認し得る。これに応じて、該
情報のレシーバーは、データ収集ユニット１０のユーザーの承認に基づく何らかのアクシ
ョンを起こすことができる。一例として、当該情報は、データ収集ユニット１０のユーザ
ーの位置を判断し、ユーザーがヘルスクラブ、スパ、プールなどの特定施設を訪れた回数
を判断するために使用し得る。
【００４５】
　データ収集ユニット１０は、ユーザーによる隠れた不正を検出するように構成すること
もできる。例えば、ユーザーは、規定された身体活動を所定時間行ったことをデータ収集
ユニット１０が示すことにより報酬を受けるので、ある者は、身体活動の状態を装ったり
、多数のデータ収集ユニットを装着したり、あるいはその他の不正行動をとったりする動
機をもち得る。データ収集ユニット１０に含まれるセンサーアレイがロバスト性であれば
、偽の身体活動によってデータ収集ユニット１０が騙される確率を低くすることができる
。
【００４６】
　さらに、マイクロコントローラー４０は、低電力で低デューティサイクルのパルスを発
生して、例えばハウジング２０のベースに配置した金属コンタクトへ伝達するように構成
され得る。当該パルスは、１パルスあたり１ミリ秒で１００回以下程度持続され、データ
収集ユニット１０周囲の短い距離に発信される。ハウジング２０のベース上の同金属コン
タクトはアンテナとしても働き、間近にある同様の信号の検出に役立つ。当該信号が検出
された場合、ユーザーがデータ収集ユニットの個体を複数装着していることを示し得る。
検出信号が所定の時間継続するのであれば、複数のデータ収集ユニット１０が１人のユー
ザーに使用されていることを示唆するので、発信側と検出側のいずれか又は両方のデータ
収集ユニット１０が、シャットダウンするように構成されるとよい。
【００４７】
　好適なデータ収集ポータルは、データ収集ユニット１０から所定の距離内に位置したポ
ータルを含み得る。一実施形態として、データ収集ユニット１０は、約１０フィート内に
位置したポータルへデータを転送するように構成される。他の実施形態では、転送距離は
約５０フィートまで延長され得る。
【００４８】
　データ収集ユニット１０に記憶されたデータの転送が開始されると、転送データの完全
性を確認するために、そして必要に応じてデータの再転送を要求するために、ハンドシェ
イクプロセスが実施され得る。データ収集ポータルへのデータ転送が成功したことをデー
タ収集ユニット１０が確認した後、マイクロコントローラー４０は、以前の記憶データを
消去することができる。
【００４９】
　データ収集ポータルへのデータ転送は、また、記憶データが利用可能であることに応じ
て制御され得る。例えば、最後の有効ダウンロードの後、メモリー５０に新しいデータが
記憶されていない場合、マイクロコントローラー４０は、転送する対象が無いことを判断
する。この場合、マイクロコントローラー４０は、レンジ内の好適なデータ収集ポータル
のサーチを抑制し、後にメモリーにデータが記憶されるまでデータ収集ユニットのトラン
シーバー２６をパワーダウンさせておく。
【００５０】
　データ転送開始のための他のスキームが使用され得る。例えば、マイクロコントローラ
ーがレンジ内の好適なデータ収集ポータルの定期的サーチを行う他に、マイクロコントロ
ーラー４０は、データ収集ポータルから連続的又は周期的に発信される質問信号に応じる
だけの構成とされ得る。マイクロコントローラー４０がその質問信号を受信し、該発信デ
ータ収集ポータルが転送レンジ内にあると判断した場合、マイクロコントローラー４０は
、トランシーバー２６を活性化してデータ転送を開始することができる。
【００５１】
　データ転送は、データを転送するための適当なスキームによって達成され得る。一実施
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形態として、データ収集ユニットに記憶されたデータは、ケーブル及びケーブルインター
フェイスを含んだ有線接続を経て転送される。例えば、データ転送は、データダウンロー
ド中にデータ収集ユニット１０を充電することの可能なＵＳＢデータケーブルによって行
うことができる。データ転送は、また、無線周波数や光転送リンクを含む無線接続を経て
行われ得る。一実施形態として、データ収集ユニット１０は、例えばBluetooth（登録商
標）又はZigbee（登録商標）を利用可能であり、あるいは、赤外線光リンクを介してデー
タを転送可能である。
【００５２】
　一つの実施形態では、データ転送は、内蔵トランシーバーの限界を超えて拡張可能であ
る。例えば、携帯電話機、ＰＤＡ、パーソナルコンピュータなどの外部デバイスと接続し
たBluetooth（登録商標）機能をもつデータ収集ユニットを使用して、データを、データ
収集ユニット１０から外部デバイスを通し、データ収集ポータルまで、あるいはマネージ
メント装置までダイレクトに、リレーすることができる。
【００５３】
　データ収集ユニット１０は、ユニットの電力需要に合うあらゆる適当な電源を備え得る
。例えば、データ収集ユニット１０は、交換可能又は充電可能なバッテリー２８を備える
。一実施形態として、１．２ｃｍパッケージに収容した３Ｖリチウムバッテリーがデータ
収集ユニット１０に含まれる。これに追加して、あるいは代わりに、太陽電池を、単独で
、あるいは、１つ以上のバッテリーと併用して備えていてもよい。独立した電源としての
使用に加えて、太陽電池は、バッテリーの充電機能をもたせることもできる。他の実施形
態として、動き活性回生デバイスを、データ収集ユニットの電源供給及びバッテリー充電
のどちらか又は両方の目的で備えていてもよい。
【００５４】
　当分野で通常の知識を有する者であれば、開示範囲から逸脱することなく、開示したセ
ンサーユニットに多様な修正及び変形を加えることが可能なのは明らかである。明細書の
考察及びここに開示した内容の実行を通して、開示のシステム及び方法以外の実施形態が
、当分野で通常の知識を有する者には自明である。
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